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内
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る
）

第
一
目

長
官
官
房
及
び
部
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置
等
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第
九
十
四
条
―
第
九
十
八
条
）

（
削
る
）

第
二
目
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設
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等
（
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九
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九
条
―
第
百
十
一
条
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附
則

附
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一
章
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一
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内
部
部
局
等

第
二
節

内
部
部
局
等

第
一
款

大
臣
官
房
及
び
局
並
び
に
国
際
統
括
官
の
設
置
等

第
一
款

大
臣
官
房
及
び
局
並
び
に
国
際
統
括
官
の
設
置
等

（
生
涯
学
習
政
策
局
の
所
掌
事
務
）

（
生
涯
学
習
政
策
局
の
所
掌
事
務
）

第
四
条

生
涯
学
習
政
策
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
条

生
涯
学
習
政
策
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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一
～
十
五

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

十
六

専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
（

十
六

専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
（

ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並
び
に
初
等
中
等
教
育
局
及
び
高
等
教
育
局
の
所
掌
に

ス
ポ
ー
ツ
庁
並
び
に
初
等
中
等
教
育
局
及
び
高
等
教
育
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

を
除
く
。
）
。

十
七

私
立
の
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
の
振
興
の
た
め
の
学
校
法

十
七

私
立
の
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
の
振
興
の
た
め
の
学
校
法

人
そ
の
他
の
私
立
の
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
の
設
置
者
、
地
方
公
共
団
体
並
び

人
そ
の
他
の
私
立
の
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
の
設
置
者
、
地
方
公
共
団
体
並
び

に
関
係
団
体
に
対
す
る
助
成
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
の
所
掌

に
関
係
団
体
に
対
す
る
助
成
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
の
所
掌
に
属
す
る
も

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

の
を
除
く
。
）
。

十
八

社
会
教
育
の
振
興
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
援
助
及
び
助
言
に
関
す

十
八

社
会
教
育
の
振
興
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
援
助
及
び
助
言
に
関
す

る
こ
と
（
文
化
庁
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

る
こ
と
。

十
九

社
会
教
育
主
事
並
び
に
司
書
及
び
司
書
補
の
講
習
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

社
会
教
育
主
事
並
び
に
司
書
及
び
司
書
補
の
講
習
並
び
に
学
芸
員
と
な
る
資

格
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

公
立
及
び
私
立
の
図
書
館
（
学
校
図
書
館
を
除
く
。
）
、
公
民
館
そ
の
他
の

二
十

公
立
及
び
私
立
の
図
書
館
（
学
校
図
書
館
を
除
く
。
）
、
博
物
館
、
公
民
館

社
会
教
育
施
設
の
整
備
に
関
す
る
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁

そ
の
他
の
社
会
教
育
施
設
の
整
備
に
関
す
る
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
（
ス

及
び
文
化
庁
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ポ
ー
ツ
庁
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
一

公
立
の
図
書
館
（
学
校
図
書
館
を
除
く
。
）
、
公
民
館
そ
の
他
の
社
会
教

二
十
一

公
立
の
図
書
館
（
学
校
図
書
館
を
除
く
。
）
、
博
物
館
、
公
民
館
そ
の
他

育
施
設
の
整
備
の
た
め
の
補
助
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
の
所

の
社
会
教
育
施
設
の
整
備
の
た
め
の
補
助
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
の
所
掌

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
二

社
会
教
育
の
た
め
の
補
助
に
関
す
る
こ
と
（
文
化
庁
の
所
掌
に
属
す
る
も

二
十
二

社
会
教
育
の
た
め
の
補
助
に
関
す
る
こ
と
。

の
を
除
く
。
）
。

二
十
三
～
二
十
七

（
略
）

二
十
三
～
二
十
七

（
略
）

二
十
八

地
方
公
共
団
体
の
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
情
報
教
育
、
専
修

二
十
八

地
方
公
共
団
体
の
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
情
報
教
育
、
専
修

学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
並
び
に
社
会
教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的

学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
並
び
に
社
会
教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
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な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並
び
に
初
等
中
等
教

な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
並
び
に
初
等
中
等
教
育
局
及
び
高

育
局
及
び
高
等
教
育
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

等
教
育
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
九

教
育
関
係
職
員
、
社
会
教
育
に
関
す
る
団
体
、
社
会
教
育
指
導
者
そ
の
他

二
十
九

教
育
関
係
職
員
、
社
会
教
育
に
関
す
る
団
体
、
社
会
教
育
指
導
者
そ
の
他

の
関
係
者
に
対
し
、
情
報
教
育
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
並
び

の
関
係
者
に
対
し
、
情
報
教
育
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
並
び

に
社
会
教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー

に
社
会
教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー

ツ
庁
及
び
文
化
庁
並
び
に
初
等
中
等
教
育
局
及
び
高
等
教
育
局
の
所
掌
に
属
す
る

ツ
庁
並
び
に
初
等
中
等
教
育
局
及
び
高
等
教
育
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

も
の
を
除
く
。
）
。

。
）
。

三
十
・
三
十
一

（
略
）

三
十
・
三
十
一

（
略
）

（
削
る
）

三
十
二

独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と

。

三
十
二

放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定

三
十
三

放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定

す
る
放
送
大
学
学
園
（
以
下
単
に
「
放
送
大
学
学
園
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び

す
る
放
送
大
学
学
園
（
以
下
単
に
「
放
送
大
学
学
園
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び

運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
初
等
中
等
教
育
局
の
所
掌
事
務
）

（
初
等
中
等
教
育
局
の
所
掌
事
務
）

第
五
条

初
等
中
等
教
育
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
五
条

初
等
中
等
教
育
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

初
等
中
等
教
育
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並

九

初
等
中
等
教
育
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
生
涯
学
習

び
に
生
涯
学
習
政
策
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

政
策
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
～
十
九

（
略
）

十
～
十
九

（
略
）

二
十

私
立
学
校
教
育
の
振
興
の
た
め
の
学
校
法
人
そ
の
他
の
私
立
学
校
の
設
置
者

二
十

私
立
学
校
教
育
の
振
興
の
た
め
の
学
校
法
人
そ
の
他
の
私
立
学
校
の
設
置
者

、
地
方
公
共
団
体
及
び
関
係
団
体
に
対
す
る
助
成
（
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携
型
認

、
地
方
公
共
団
体
及
び
関
係
団
体
に
対
す
る
助
成
（
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園
の
施
設
並
び
に
産
業
教
育
の
た
め
の
施
設
の
整
備
に
係
る
も
の
に
限

定
こ
ど
も
園
の
施
設
並
び
に
産
業
教
育
の
た
め
の
施
設
の
整
備
に
係
る
も
の
に
限
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る
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

る
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

く
。
）
。

二
十
一
～
二
十
四

（
略
）

二
十
一
～
二
十
四

（
略
）

二
十
五

地
方
公
共
団
体
の
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
初
等
中
等
教
育
に

二
十
五

地
方
公
共
団
体
の
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
初
等
中
等
教
育
に

係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化

係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
生
涯

庁
並
び
に
生
涯
学
習
政
策
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

学
習
政
策
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
六

教
育
関
係
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
初
等
中
等
教
育
に
係
る
専
門

二
十
六

教
育
関
係
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
初
等
中
等
教
育
に
係
る
専
門

的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並
び
に

的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
生
涯
学
習
政
策

生
涯
学
習
政
策
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
七
～
三
十
一

（
略
）

二
十
七
～
三
十
一

（
略
）

（
高
等
教
育
局
の
所
掌
事
務
）

（
高
等
教
育
局
の
所
掌
事
務
）

第
六
条

高
等
教
育
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
六
条

高
等
教
育
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
教
育
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
（
ス

四

大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
教
育
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
（
ス

ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並
び
に
初
等
中
等
教
育
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

ポ
ー
ツ
庁
及
び
初
等
中
等
教
育
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

。
）
。

五
～
十
七

（
略
）

五
～
十
七

（
略
）

十
八

地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
大
学
、
高
等
専
門
学
校
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対

十
八

地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
大
学
、
高
等
専
門
学
校
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対

し
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び
に
高
等
学
校
卒
業
程
度
を
入
学
資
格
と
す
る

し
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び
に
高
等
学
校
卒
業
程
度
を
入
学
資
格
と
す
る

専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び

専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び

助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並
び
に
初
等
中
等
教
育
局
の
所
掌

助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
初
等
中
等
教
育
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

を
除
く
。
）
。
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十
九

教
育
関
係
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び

十
九

教
育
関
係
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び

に
高
等
学
校
卒
業
程
度
を
入
学
資
格
と
す
る
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る

に
高
等
学
校
卒
業
程
度
を
入
学
資
格
と
す
る
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る

教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及

教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及

び
文
化
庁
並
び
に
初
等
中
等
教
育
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

び
初
等
中
等
教
育
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
～
二
十
二

（
略
）

二
十
～
二
十
二

（
略
）

二
十
三

私
立
学
校
教
育
の
振
興
の
た
め
の
学
校
法
人
そ
の
他
の
私
立
学
校
の
設
置

二
十
三

私
立
学
校
教
育
の
振
興
の
た
め
の
学
校
法
人
そ
の
他
の
私
立
学
校
の
設
置

者
、
地
方
公
共
団
体
及
び
関
係
団
体
に
対
す
る
助
成
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ

者
、
地
方
公
共
団
体
及
び
関
係
団
体
に
対
す
る
助
成
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ

庁
及
び
文
化
庁
並
び
に
生
涯
学
習
政
策
局
及
び
初
等
中
等
教
育
局
の
所
掌
に
属
す

庁
並
び
に
生
涯
学
習
政
策
局
及
び
初
等
中
等
教
育
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

る
も
の
を
除
く
。
）
。

く
。
）
。

二
十
四
～
二
十
九

（
略
）

二
十
四
～
二
十
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
二
目

生
涯
学
習
政
策
局

第
二
目

生
涯
学
習
政
策
局

（
生
涯
学
習
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

（
生
涯
学
習
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
六
条

生
涯
学
習
推
進
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
十
六
条

生
涯
学
習
推
進
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
（
ス

四

専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
（
ス

ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並
び
に
初
等
中
等
教
育
局
及
び
高
等
教
育
局
並
び
に
情
報

ポ
ー
ツ
庁
並
び
に
初
等
中
等
教
育
局
及
び
高
等
教
育
局
並
び
に
情
報
教
育
課
の
所

教
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五

私
立
の
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
の
振
興
の
た
め
の
学
校
法
人

五

私
立
の
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
の
振
興
の
た
め
の
学
校
法
人

そ
の
他
の
私
立
の
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
の
設
置
者
、
地
方
公
共
団
体
並
び
に

そ
の
他
の
私
立
の
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
の
設
置
者
、
地
方
公
共
団
体
並
び
に

関
係
団
体
に
対
す
る
助
成
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
の
所
掌
に

関
係
団
体
に
対
す
る
助
成
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

を
除
く
。
）
。
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六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

九

地
方
公
共
団
体
の
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学

九

地
方
公
共
団
体
の
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学

校
に
お
け
る
教
育
並
び
に
学
校
開
放
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言

校
に
お
け
る
教
育
並
び
に
学
校
開
放
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言

を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並
び
に
初
等
中
等
教
育
局
及
び
高
等
教

を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
並
び
に
初
等
中
等
教
育
局
及
び
高
等
教
育
局
並
び
に

育
局
並
び
に
情
報
教
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

情
報
教
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十

教
育
関
係
職
員
、
社
会
教
育
に
関
す
る
団
体
、
社
会
教
育
指
導
者
そ
の
他
の
関

十

教
育
関
係
職
員
、
社
会
教
育
に
関
す
る
団
体
、
社
会
教
育
指
導
者
そ
の
他
の
関

係
者
に
対
し
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
並
び
に
学
校
開
放
に
係

係
者
に
対
し
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
並
び
に
学
校
開
放
に
係

る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁

る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
並
び
に
初
等

並
び
に
初
等
中
等
教
育
局
及
び
高
等
教
育
局
並
び
に
情
報
教
育
課
の
所
掌
に
属
す

中
等
教
育
局
及
び
高
等
教
育
局
並
び
に
情
報
教
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

る
も
の
を
除
く
。
）
。

く
。
）
。

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

（
社
会
教
育
課
の
所
掌
事
務
）

（
社
会
教
育
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
八
条

社
会
教
育
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
十
八
条

社
会
教
育
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

社
会
教
育
の
振
興
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
援
助
及
び
助
言
に
関
す
る

一

社
会
教
育
の
振
興
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
援
助
及
び
助
言
に
関
す
る

こ
と
（
文
化
庁
及
び
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

社
会
教
育
主
事
並
び
に
司
書
及
び
司
書
補
の
講
習
に
関
す
る
こ
と
。

二

社
会
教
育
主
事
並
び
に
司
書
及
び
司
書
補
の
講
習
並
び
に
学
芸
員
と
な
る
資
格

の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

三

社
会
教
育
の
た
め
の
補
助
に
関
す
る
こ
と
（
文
化
庁
及
び
他
課
の
所
掌
に
属
す

三

社
会
教
育
の
た
め
の
補
助
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

る
も
の
を
除
く
。
）
。

く
。
）
。

四

公
立
及
び
私
立
の
図
書
館
（
学
校
図
書
館
を
除
く
。
）
、
公
民
館
そ
の
他
の
社

四

公
立
及
び
私
立
の
図
書
館
（
学
校
図
書
館
を
除
く
。
）
、
博
物
館
、
公
民
館
そ

会
教
育
施
設
の
整
備
に
関
す
る
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及

の
他
の
社
会
教
育
施
設
の
整
備
に
関
す
る
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ

び
文
化
庁
並
び
に
青
少
年
教
育
課
及
び
男
女
共
同
参
画
学
習
課
の
所
掌
に
属
す
る

ー
ツ
庁
並
び
に
青
少
年
教
育
課
及
び
男
女
共
同
参
画
学
習
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
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も
の
を
除
く
。
）
。

の
を
除
く
。
）
。

五

公
立
の
図
書
館
（
学
校
図
書
館
を
除
く
。
）
、
公
民
館
そ
の
他
の
社
会
教
育
施

五

公
立
の
図
書
館
（
学
校
図
書
館
を
除
く
。
）
、
博
物
館
、
公
民
館
そ
の
他
の
社

設
の
整
備
の
た
め
の
補
助
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並
び
に
青

会
教
育
施
設
の
整
備
の
た
め
の
補
助
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
並
び
に
青
少

少
年
教
育
課
及
び
男
女
共
同
参
画
学
習
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

年
教
育
課
及
び
男
女
共
同
参
画
学
習
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六

（
略
）

六

（
略
）

七

地
方
公
共
団
体
の
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
社
会
教
育
に
係
る
専
門

七

地
方
公
共
団
体
の
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
社
会
教
育
に
係
る
専
門

的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並
び
に

的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
他
課
の
所
掌
に

他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

八

教
育
関
係
職
員
、
社
会
教
育
に
関
す
る
団
体
、
社
会
教
育
指
導
者
そ
の
他
の
関

八

教
育
関
係
職
員
、
社
会
教
育
に
関
す
る
団
体
、
社
会
教
育
指
導
者
そ
の
他
の
関

係
者
に
対
し
、
社
会
教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ

係
者
に
対
し
、
社
会
教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ

と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並
び
に
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

。
（
削
る
）

九

独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
初
等
中
等
教
育
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

（
初
等
中
等
教
育
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
三
条

初
等
中
等
教
育
企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
十
三
条

初
等
中
等
教
育
企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

初
等
中
等
教
育
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並

六

初
等
中
等
教
育
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
並
び
に
生
涯
学

び
に
生
涯
学
習
政
策
局
並
び
に
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

習
政
策
局
及
び
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七
～
十
二

（
略
）

七
～
十
二

（
略
）

（
財
務
課
の
所
掌
事
務
）

（
財
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
四
条

財
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
十
四
条

財
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

初
等
中
等
教
育
の
教
材
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文

三

初
等
中
等
教
育
の
教
材
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
生

化
庁
並
び
に
生
涯
学
習
政
策
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

涯
学
習
政
策
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
～
十

（
略
）

四
～
十

（
略
）

十
一

公
立
の
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等

十
一

公
立
の
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等

教
育
学
校
、
特
別
支
援
学
校
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
予
算
案
（

教
育
学
校
、
特
別
支
援
学
校
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
予
算
案
（

学
校
施
設
、
学
校
に
お
け
る
体
育
及
び
芸
術
に
関
す
る
教
育
並
び
に
学
校
保
健
、

学
校
施
設
、
学
校
に
お
け
る
体
育
並
び
に
学
校
保
健
、
学
校
安
全
、
学
校
給
食
及

学
校
安
全
、
学
校
給
食
及
び
災
害
共
済
給
付
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
準
備
に

び
災
害
共
済
給
付
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
準
備
に
関
す
る
連
絡
調
整
に
関
す

関
す
る
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

る
こ
と
。

（
教
育
課
程
課
の
所
掌
事
務
）

（
教
育
課
程
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
五
条

教
育
課
程
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
十
五
条

教
育
課
程
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

初
等
中
等
教
育
の
教
育
課
程
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及

二

初
等
中
等
教
育
の
教
育
課
程
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
並

び
文
化
庁
並
び
に
生
涯
学
習
政
策
局
並
び
に
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

び
に
生
涯
学
習
政
策
局
及
び
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

。
）
。

三

地
方
公
共
団
体
の
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
初
等
中
等
教
育
の
教
育

三

地
方
公
共
団
体
の
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
初
等
中
等
教
育
の
教
育

課
程
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及

課
程
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
並

び
文
化
庁
並
び
に
生
涯
学
習
政
策
局
並
び
に
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

び
に
生
涯
学
習
政
策
局
及
び
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

。
）
。

四

教
育
関
係
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
初
等
中
等
教
育
の
教
育
課
程
に
係

四

教
育
関
係
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
初
等
中
等
教
育
の
教
育
課
程
に
係

る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁

る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
並
び
に
生
涯

並
び
に
生
涯
学
習
政
策
局
並
び
に
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

学
習
政
策
局
及
び
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。
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五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

（
幼
児
教
育
課
の
所
掌
事
務
）

（
幼
児
教
育
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
七
条

幼
児
教
育
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
十
七
条

幼
児
教
育
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
教
育
の
基
準
の
設
定
に
関

四

幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
教
育
の
基
準
の
設
定
に
関

す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並
び
に
健
康
教
育
・
食
育
課
の
所
掌
に
属

す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
健
康
教
育
・
食
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

く
。
）
。

五

私
立
学
校
教
育
の
振
興
の
た
め
の
学
校
法
人
そ
の
他
の
私
立
学
校
の
設
置
者
、

五

私
立
学
校
教
育
の
振
興
の
た
め
の
学
校
法
人
そ
の
他
の
私
立
学
校
の
設
置
者
、

地
方
公
共
団
体
及
び
関
係
団
体
に
対
す
る
助
成
（
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携
型
認
定

地
方
公
共
団
体
及
び
関
係
団
体
に
対
す
る
助
成
（
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携
型
認
定

こ
ど
も
園
の
施
設
の
整
備
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ

こ
ど
も
園
の
施
設
の
整
備
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ

庁
及
び
文
化
庁
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

庁
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六

地
方
公
共
団
体
の
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携

六

地
方
公
共
団
体
の
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携

型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を

型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を

行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並
び
に
特
別
支
援
教
育
課
及
び
健
康
教
育

行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
並
び
に
特
別
支
援
教
育
課
及
び
健
康
教
育
・
食
育
課
の

・
食
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七

教
育
関
係
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ

七

教
育
関
係
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
に
お
け
る
教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と

ど
も
園
に
お
け
る
教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と

（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並
び
に
特
別
支
援
教
育
課
及
び
健
康
教
育
・
食
育
課

（
ス
ポ
ー
ツ
庁
並
び
に
特
別
支
援
教
育
課
及
び
健
康
教
育
・
食
育
課
の
所
掌
に
属

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
特
別
支
援
教
育
課
の
所
掌
事
務
）

（
特
別
支
援
教
育
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
八
条

特
別
支
援
教
育
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
十
八
条

特
別
支
援
教
育
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

特
別
支
援
教
育
の
基
準
（
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
に
係
る
も
の
を
除
く
。

三

特
別
支
援
教
育
の
基
準
（
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
に
係
る
も
の
を
除
く
。

）
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並
び
に
健
康
教
育
・
食
育

）
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
健
康
教
育
・
食
育
課
の
所
掌
に
属

課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四

（
略
）

四

（
略
）

五

地
方
公
共
団
体
の
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
特
別
支
援
教
育
に
係
る

五

地
方
公
共
団
体
の
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
特
別
支
援
教
育
に
係
る

専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並

専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
健
康
教
育

び
に
健
康
教
育
・
食
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

・
食
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六

教
育
関
係
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
特
別
支
援
教
育
に
係
る
専
門
的
、

六

教
育
関
係
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
特
別
支
援
教
育
に
係
る
専
門
的
、

技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並
び
に
健
康

技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
健
康
教
育
・
食
育
課

教
育
・
食
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
大
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

（
大
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
六
条

大
学
振
興
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
十
六
条

大
学
振
興
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

大
学
に
お
け
る
教
育
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化

四

大
学
に
お
け
る
教
育
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
並
び
に
初

庁
並
び
に
初
等
中
等
教
育
局
並
び
に
専
門
教
育
課
及
び
医
学
教
育
課
の
所
掌
に
属

等
中
等
教
育
局
並
び
に
専
門
教
育
課
及
び
医
学
教
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

除
く
。
）
。

五

（
略
）

五

（
略
）

六

地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
大
学
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
大
学
に
お
け
る

六

地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
大
学
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
大
学
に
お
け
る

教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及

教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
並

び
文
化
庁
並
び
に
初
等
中
等
教
育
局
並
び
に
専
門
教
育
課
及
び
医
学
教
育
課
の
所

び
に
初
等
中
等
教
育
局
並
び
に
専
門
教
育
課
及
び
医
学
教
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
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掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

も
の
を
除
く
。
）
。

七

教
育
関
係
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
大
学
に
お
け
る
教
育
に
係
る
専
門

七

教
育
関
係
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
大
学
に
お
け
る
教
育
に
係
る
専
門

的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並
び
に

的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
並
び
に
初
等
中
等
教

初
等
中
等
教
育
局
並
び
に
専
門
教
育
課
及
び
医
学
教
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

育
局
並
び
に
専
門
教
育
課
及
び
医
学
教
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

を
除
く
。
）
。

。

八

（
略
）

八

（
略
）

（
専
門
教
育
課
の
所
掌
事
務
）

（
専
門
教
育
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
七
条

専
門
教
育
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
十
七
条

専
門
教
育
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

大
学
に
お
け
る
専
門
教
育
等
及
び
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
教
育
の
基
準
の
設

三

大
学
に
お
け
る
専
門
教
育
等
及
び
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
教
育
の
基
準
の
設

定
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並
び
に
初
等
中
等
教
育
局
の
所
掌

定
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
初
等
中
等
教
育
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

を
除
く
。
）
。

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

八

地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
大
学
、
高
等
専
門
学
校
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し

八

地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
大
学
、
高
等
専
門
学
校
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し

、
大
学
に
お
け
る
専
門
教
育
等
及
び
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
教
育
並
び
に
高
等

、
大
学
に
お
け
る
専
門
教
育
等
及
び
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
教
育
並
び
に
高
等

学
校
卒
業
程
度
を
入
学
資
格
と
す
る
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
に

学
校
卒
業
程
度
を
入
学
資
格
と
す
る
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
に

係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化

係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
初
等

庁
並
び
に
初
等
中
等
教
育
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

中
等
教
育
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

九

教
育
関
係
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
大
学
に
お
け
る
専
門
教
育
等
及
び

九

教
育
関
係
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
大
学
に
お
け
る
専
門
教
育
等
及
び

高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
教
育
並
び
に
高
等
学
校
卒
業
程
度
を
入
学
資
格
と
す
る

高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
教
育
並
び
に
高
等
学
校
卒
業
程
度
を
入
学
資
格
と
す
る

専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び

専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
お
け
る
教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び

助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
並
び
に
初
等
中
等
教
育
局
の
所
掌

助
言
を
行
う
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
初
等
中
等
教
育
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
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に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

を
除
く
。
）
。

十

（
略
）

十

（
略
）

（
私
学
助
成
課
の
所
掌
事
務
）

（
私
学
助
成
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
二
条

私
学
助
成
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
五
十
二
条

私
学
助
成
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

私
立
学
校
教
育
の
振
興
の
た
め
の
学
校
法
人
そ
の
他
の
私
立
学
校
の
設
置
者
、

一

私
立
学
校
教
育
の
振
興
の
た
め
の
学
校
法
人
そ
の
他
の
私
立
学
校
の
設
置
者
、

地
方
公
共
団
体
及
び
関
係
団
体
に
対
す
る
助
成
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
及

地
方
公
共
団
体
及
び
関
係
団
体
に
対
す
る
助
成
に
関
す
る
こ
と
（
ス
ポ
ー
ツ
庁
並

び
文
化
庁
並
び
に
生
涯
学
習
政
策
局
及
び
初
等
中
等
教
育
局
並
び
に
参
事
官
の
所

び
に
生
涯
学
習
政
策
局
及
び
初
等
中
等
教
育
局
並
び
に
参
事
官
の
所
掌
に
属
す
る

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

も
の
を
除
く
。
）
。

二

（
略
）

二

（
略
）

第
二
章

外
局

第
二
章

外
局

第
一
節

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
二
節

文
化
庁

第
二
節

文
化
庁

第
一
款

特
別
な
職

第
一
款

特
別
な
職

（
次
長
）

（
次
長
）

第
九
十
三
条

文
化
庁
に
、
次
長
二
人
を
置
く
。

第
九
十
三
条

文
化
庁
に
、
次
長
一
人
を
置
く
。

（
文
化
財
鑑
査
官
及
び
審
議
官
）

第
九
十
四
条

文
化
庁
に
、
文
化
財
鑑
査
官
一
人
及
び
審
議
官
二
人
を
置
く
。

（
新
設
）

２

文
化
財
鑑
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
文
化
庁
の
所
掌
事
務
の
う
ち
文
化
財
（
文
化

財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文

化
財
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
専
門
的
、
技
術
的
な
重
要
事
項
に
係
る
も
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の
を
総
括
整
理
す
る
。

３

審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
文
化
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て

の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

第
二
款

内
部
部
局

第
二
款

内
部
部
局

（
削
る
）

第
一
目

長
官
官
房
及
び
部
の
設
置
等

（
長
官
官
房
及
び
部
の
設
置
）

（
削
る
）

第
九
十
四
条

文
化
庁
に
、
長
官
官
房
及
び
次
の
二
部
を
置
く
。

文
化
部

文
化
財
部

（
課
及
び
参
事
官
の
設
置
）

（
長
官
官
房
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
五
条

文
化
庁
に
、
次
の
九
課
及
び
参
事
官
二
人
を
置
く
。

第
九
十
五
条

長
官
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

政
策
課

一

文
化
庁
の
職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及

企
画
調
整
課

び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

文
化
経
済
・
国
際
課

二

文
化
庁
の
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

国
語
課

三

機
密
に
関
す
る
こ
と
。

著
作
権
課

四

長
官
の
官
印
及
び
庁
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

文
化
資
源
活
用
課

五

公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

文
化
財
第
一
課

六

法
令
案
そ
の
他
の
公
文
書
類
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

文
化
財
第
二
課

七

文
化
庁
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

宗
務
課

八

文
化
庁
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

九

文
化
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
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十

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

文
化
庁
の
機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

文
化
庁
の
所
掌
に
係
る
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会

計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

文
化
庁
所
属
の
行
政
財
産
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
の
経
理
の
う
ち
文
化
庁
の
所
掌
に
係
る
も
の

に
関
す
る
こ
と
。

十
五

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
に
属
す
る
行
政
財
産
及
び
物
品
の
管
理
の
う

ち
文
化
庁
の
所
掌
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

文
化
庁
の
行
政
の
考
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

文
化
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

地
域
に
お
け
る
文
化
の
振
興
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
援
助
及
び
助

言
に
関
す
る
こ
と
（
文
化
部
及
び
文
化
財
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

。
十
九

文
化
庁
の
所
掌
に
係
る
国
際
文
化
交
流
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
（
文
化
部
及

び
文
化
財
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十

文
化
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
こ
と
（
文
化
部
及
び
文
化

財
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
一

著
作
者
の
権
利
、
出
版
権
及
び
著
作
隣
接
権
（
以
下
「
著
作
権
等
」
と
い

う
。
）
の
保
護
及
び
利
用
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

文
化
庁
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三

文
化
審
議
会
の
庶
務
（
国
語
分
科
会
、
文
化
財
分
科
会
及
び
文
化
功
労
者

選
考
分
科
会
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。
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二
十
四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
化
庁
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属

し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
化
部
の
所
掌
事
務
）

（
削
る
）

第
九
十
六
条

文
化
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

文
化
（
文
化
財
（
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
化
財
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
事
項
及
び
著

作
権
等
に
係
る
事
項
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
振
興
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
援
助
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

二

文
化
の
振
興
の
た
め
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

三

劇
場
、
音
楽
堂
そ
の
他
の
文
化
施
設
に
関
す
る
こ
と
（
文
化
財
部
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四

文
化
に
関
す
る
展
示
会
、
講
習
会
そ
の
他
の
催
し
を
主
催
す
る
こ
と
。

五

文
化
の
振
興
に
係
る
国
際
文
化
交
流
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
（
外
交
政
策
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
。

六

地
方
公
共
団
体
の
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
文
化
及
び
宗
教
に
係
る

専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

七

教
育
関
係
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
文
化
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な

指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

八

国
語
の
改
善
及
び
そ
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

九

外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
に
関
す
る
こ
と
（
外
交
政
策
に
係
る
も
の
並
び

に
初
等
中
等
教
育
局
及
び
高
等
教
育
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十

ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
（
ア
イ
ヌ
語
の
継
承
並
び
に
ア
イ
ヌ
語
に
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関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

十
一

宗
教
法
人
の
規
則
、
規
則
の
変
更
、
合
併
及
び
任
意
解
散
の
認
証
並
び
に
宗

教
に
関
す
る
情
報
資
料
の
収
集
及
び
宗
教
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ

と
。

（
文
化
財
部
の
所
掌
事
務
）

（
削
る
）

第
九
十
七
条

文
化
財
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

二

ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
（
文
化
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

。
）
。

三

文
化
施
設
の
う
ち
美
術
館
（
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
が
設
置
す
る
も
の
を

除
く
。
）
及
び
歴
史
に
関
す
る
博
物
館
に
関
す
る
こ
と
。

（
審
議
官
及
び
文
化
財
鑑
査
官
）

（
削
る
）

第
九
十
八
条

長
官
官
房
に
審
議
官
一
人
を
、
文
化
財
部
に
文
化
財
鑑
査
官
一
人
を
置

く
。

２

審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
著
作
権
等
に
関
す
る
重
要
事
項
そ
の
他
の
文
化
庁
の

所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事
務

を
総
括
整
理
す
る
。

３

文
化
財
鑑
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
文
化
財
部
の
所
掌
事
務
の
う
ち
文
化
財
に
関

す
る
専
門
的
、
技
術
的
な
重
要
事
項
に
係
る
も
の
を
総
括
整
理
す
る
。
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（
削
る
）

第
二
目

課
の
設
置
等

（
長
官
官
房
に
置
く
課
）

（
削
る
）

第
九
十
九
条

長
官
官
房
に
、
次
の
三
課
を
置
く
。

政
策
課

著
作
権
課

国
際
課

（
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

（
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
六
条

政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
条

政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

文
化
庁
の
職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及

一

文
化
庁
の
職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及

び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

二

文
化
庁
の
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

二

文
化
庁
の
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

三

表
彰
及
び
儀
式
に
関
す
る
こ
と
。

三

表
彰
及
び
儀
式
に
関
す
る
こ
と
。

四

恩
給
に
関
す
る
連
絡
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

四

恩
給
に
関
す
る
連
絡
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

五

機
密
に
関
す
る
こ
と
。

五

機
密
に
関
す
る
こ
と
。

六

長
官
の
官
印
及
び
庁
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

六

長
官
の
官
印
及
び
庁
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

七

公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

七

公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

八

法
令
案
そ
の
他
の
公
文
書
類
の
審
査
及
び
進
達
に
関
す
る
こ
と
。

八

法
令
案
そ
の
他
の
公
文
書
類
の
審
査
及
び
進
達
に
関
す
る
こ
と
。

九

文
化
庁
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

九

文
化
庁
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

十

文
化
庁
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

十

文
化
庁
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

文
化
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

文
化
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

文
化
庁
の
機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

文
化
庁
の
機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。
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十
四

文
化
庁
の
事
務
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

文
化
庁
の
事
務
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

文
化
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
官
報
掲
載
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

文
化
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
官
報
掲
載
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

文
化
庁
の
所
掌
に
係
る
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会

十
六

文
化
庁
の
所
掌
に
係
る
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会

計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

文
化
庁
所
属
の
行
政
財
産
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

文
化
庁
所
属
の
行
政
財
産
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
の
経
理
の
う
ち
文
化
庁
の
所
掌
に
係
る
も
の

十
八

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
の
経
理
の
う
ち
文
化
庁
の
所
掌
に
係
る
も
の

に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。

十
九

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
に
属
す
る
行
政
財
産
及
び
物
品
の
管
理
の
う

十
九

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
に
属
す
る
行
政
財
産
及
び
物
品
の
管
理
の
う

ち
文
化
庁
の
所
掌
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ち
文
化
庁
の
所
掌
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

文
化
庁
の
職
員
に
貸
与
す
る
宿
舎
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

文
化
庁
の
職
員
に
貸
与
す
る
宿
舎
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

庁
内
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

庁
内
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

文
化
庁
の
行
政
の
考
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

文
化
庁
の
行
政
の
考
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三

文
化
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と

二
十
三

文
化
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と

。

。

（
削
る
）

二
十
四

地
域
に
お
け
る
文
化
の
振
興
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
援
助
及
び

助
言
に
関
す
る
こ
と
（
文
化
部
及
び
文
化
財
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。

）
。

二
十
四

文
化
庁
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五

文
化
庁
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

二
十
六

文
化
審
議
会
の
庶
務
（
国
語
分
科
会
、
著
作
権
分
科
会
、
文
化
財
分
科
会

及
び
文
化
功
労
者
選
考
分
科
会
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
化
庁
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属

二
十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
化
庁
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属

し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。
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（
企
画
調
整
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
七
条

企
画
調
整
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
新
設
）

一

文
化
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と

。
二

文
化
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

劇
場
、
音
楽
堂
、
美
術
館
そ
の
他
の
文
化
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

四

博
物
館
に
よ
る
社
会
教
育
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

五

学
芸
員
と
な
る
資
格
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

六

ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
（
国
語
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

。
）
。

七

文
化
審
議
会
の
庶
務
（
国
語
分
科
会
、
著
作
権
分
科
会
、
文
化
財
分
科
会
及
び

文
化
功
労
者
選
考
分
科
会
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

八

独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
、
独
立
行
政

法
人
国
立
文
化
財
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
の
組
織
及
び

運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
化
経
済
・
国
際
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
八
条

文
化
経
済
・
国
際
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
新
設
）

一

経
済
の
振
興
に
資
す
る
見
地
か
ら
の
文
化
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
な
施
策
の

企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

文
化
庁
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
税
制
に
関
す
る
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

文
化
庁
の
所
掌
に
係
る
国
際
文
化
交
流
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
及
び
参

事
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。
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四

文
化
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
及
び
参
事
官
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
著
作
権
課
の
所
掌
事
務
）

（
削
る
）

第
百
一
条

著
作
権
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

著
作
権
等
の
保
護
及
び
利
用
に
関
す
る
こ
と
（
国
際
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。
）
。

二

文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
国
際
課
の
所
掌
事
務
）

（
削
る
）

第
百
二
条

国
際
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

文
化
庁
の
所
掌
に
係
る
国
際
文
化
交
流
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
（
文
化
部
及
び

文
化
財
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

文
化
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
こ
と
（
文
化
部
及
び
文
化
財

部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

著
作
権
等
に
関
す
る
条
約
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
。

（
文
化
部
に
置
く
課
）

（
削
る
）

第
百
三
条

文
化
部
に
、
次
の
三
課
を
置
く
。

芸
術
文
化
課

国
語
課

宗
務
課
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（
芸
術
文
化
課
の
所
掌
事
務
）

（
削
る
）

第
百
四
条

芸
術
文
化
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

文
化
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

文
化
の
振
興
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
援
助
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と

。
三

文
化
の
振
興
の
た
め
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

四

劇
場
、
音
楽
堂
そ
の
他
の
文
化
施
設
に
関
す
る
こ
と
（
文
化
財
部
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五

文
化
に
関
す
る
展
示
会
、
講
習
会
そ
の
他
の
催
し
を
主
催
す
る
こ
と
。

六

文
化
の
振
興
に
係
る
国
際
文
化
交
流
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
（
外
交
政
策
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
。

七

地
方
公
共
団
体
の
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
文
化
に
係
る
専
門
的
、

技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

八

教
育
関
係
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
文
化
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な

指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

九

独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と

。
十

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
化
部
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な

い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
国
語
課
の
所
掌
事
務
）

（
国
語
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
九
条

国
語
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
五
条

国
語
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

国
語
の
改
善
及
び
そ
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

一

国
語
の
改
善
及
び
そ
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。
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二

外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
に
関
す
る
こ
と
（
外
交
政
策
に
係
る
も
の
並
び

二

外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
に
関
す
る
こ
と
（
外
交
政
策
に
係
る
も
の
並
び

に
初
等
中
等
教
育
局
及
び
高
等
教
育
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

に
初
等
中
等
教
育
局
及
び
高
等
教
育
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
（
ア
イ
ヌ
語
の
継
承
並
び
に
ア
イ
ヌ
語
に

三

ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
（
ア
イ
ヌ
語
の
継
承
並
び
に
ア
イ
ヌ
語
に

関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

（
著
作
権
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
条

著
作
権
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
新
設
）

一

著
作
者
の
権
利
、
出
版
権
及
び
著
作
隣
接
権
（
次
条
第
一
号
及
び
第
百
五
条
第

一
号
に
お
い
て
「
著
作
権
等
」
と
い
う
。
）
の
保
護
及
び
利
用
に
関
す
る
こ
と
。

二

文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
化
資
源
活
用
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
一
条

文
化
資
源
活
用
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
新
設
）

一

文
化
（
著
作
権
等
に
係
る
事
項
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

係
る
資
源
の
活
用
（
第
百
五
条
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
よ
る
文
化
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

二

文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す

る
こ
と
。

三

文
化
財
に
つ
い
て
の
補
助
及
び
損
失
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
化
財
第
一
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
二
条

文
化
財
第
一
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲

（
新
設
）

げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
文
化
財
に
つ
い
て
の
補
助
及
び
損
失
補
償
に
係
る
も
の
を
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除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

建
造
物
以
外
の
有
形
文
化
財
の
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

二

無
形
文
化
財
の
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

三

民
俗
文
化
財
の
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

四

文
化
財
の
保
存
技
術
の
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

五

文
化
審
議
会
文
化
財
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
化
財
第
二
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
三
条

文
化
財
第
二
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
文
化
財
に
つ
い
て
の
補
助
及
び

（
新
設
）

損
失
補
償
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

建
造
物
で
あ
る
有
形
文
化
財
の
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

二

記
念
物
の
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

三

文
化
的
景
観
の
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

四

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
の
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

五

埋
蔵
文
化
財
の
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

（
宗
務
課
の
所
掌
事
務
）

（
宗
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
四
条

宗
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
六
条

宗
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

宗
教
法
人
の
規
則
、
規
則
の
変
更
、
合
併
及
び
任
意
解
散
の
認
証
並
び
に
宗
教

一

宗
教
法
人
の
規
則
、
規
則
の
変
更
、
合
併
及
び
任
意
解
散
の
認
証
並
び
に
宗
教

に
関
す
る
情
報
資
料
の
収
集
及
び
宗
教
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
情
報
資
料
の
収
集
及
び
宗
教
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

二

都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
宗
教
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を

二

都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
宗
教
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を

行
う
こ
と
。

行
う
こ
と
。
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（
参
事
官
の
職
務
）

第
百
五
条

参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま

（
新
設
）

で
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
文
化
財
に
つ
い
て
の
補
助
及
び
損
失
補
償
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
を
分
掌
す
る
。

一

文
化
（
文
化
財
に
係
る
事
項
及
び
著
作
権
等
に
係
る
事
項
を
除
く
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
振
興
（
文
化
に
係
る
資
源
の
活
用
に
よ
る
も
の
を
除
く

。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
援
助

及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

二

文
化
の
振
興
の
た
め
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

三

文
化
に
関
す
る
展
示
会
、
講
習
会
そ
の
他
の
催
し
を
主
催
す
る
こ
と
。

四

文
化
の
振
興
に
係
る
国
際
文
化
交
流
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
（
外
交
政
策
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
。

五

建
造
物
以
外
の
有
形
文
化
財
の
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

六

無
形
文
化
財
の
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

七

民
俗
文
化
財
の
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

八

文
化
財
の
保
存
技
術
の
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

九

学
校
に
お
け
る
芸
術
に
関
す
る
教
育
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
。

十

私
立
学
校
教
育
の
振
興
の
た
め
の
学
校
法
人
（
放
送
大
学
学
園
を
除
く
。
）
そ

の
他
の
私
立
学
校
の
設
置
者
、
地
方
公
共
団
体
及
び
関
係
団
体
に
対
す
る
助
成
（

学
校
に
お
け
る
芸
術
に
関
す
る
教
育
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

地
方
公
共
団
体
の
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
学
校
に
お
け
る
芸
術

に
関
す
る
教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

十
二

教
育
関
係
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
学
校
に
お
け
る
芸
術
に
関
す
る
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教
育
に
係
る
専
門
的
、
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

（
文
化
財
部
に
置
く
課
等
）

（
削
る
）

第
百
七
条

文
化
財
部
に
、
次
の
三
課
及
び
参
事
官
一
人
を
置
く
。

伝
統
文
化
課

美
術
学
芸
課

記
念
物
課

（
伝
統
文
化
課
の
所
掌
事
務
）

（
削
る
）

第
百
八
条

伝
統
文
化
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

文
化
財
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す

る
こ
と
。

三

文
化
財
に
つ
い
て
の
補
助
及
び
損
失
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

四

無
形
文
化
財
、
民
俗
文
化
財
及
び
文
化
財
の
保
存
技
術
の
保
存
及
び
活
用
に
関

す
る
こ
と
。

五

ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
（
文
化
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

。
）
。

六

文
化
審
議
会
文
化
財
分
科
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
化
財
部
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し

な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
美
術
学
芸
課
の
所
掌
事
務
）
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（
削
る
）

第
百
九
条

美
術
学
芸
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

建
造
物
以
外
の
有
形
文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
こ
と
（
伝
統
文
化
課

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

文
化
施
設
の
う
ち
美
術
館
（
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
が
設
置
す
る
も
の
を

除
く
。
）
及
び
歴
史
に
関
す
る
博
物
館
に
関
す
る
こ
と
。

三

独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
記
念
物
課
の
所
掌
事
務
）

（
削
る
）

第
百
十
条

記
念
物
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
伝
統
文
化
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

記
念
物
及
び
文
化
的
景
観
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

二

埋
蔵
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

（
参
事
官
の
職
務
）

（
削
る
）

第
百
十
一
条

参
事
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
伝
統
文
化
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

建
造
物
で
あ
る
有
形
文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

二

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
の
保
存
及
び
活
用
に
関
す
る
こ
と
。
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○
文
化
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
六
月
七
日
政
令
第
二
百
八
十
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
庶
務
）

（
庶
務
）

第
九
条

審
議
会
の
庶
務
は
、
文
化
庁
企
画
調
整
課
に
お
い
て
総
括
し
、
及
び
処
理
す

第
九
条

審
議
会
の
庶
務
は
、
文
化
庁
長
官
官
房
政
策
課
に
お
い
て
総
括
し
、
及
び
処

る
。
た
だ
し
、
国
語
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
文
化
庁
国
語
課
に
お
い
て

理
す
る
。
た
だ
し
、
国
語
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
文
化
庁
文
化
部
国
語

、
著
作
権
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
文
化
庁
著
作
権
課
に
お
い
て
、
文
化
財

課
に
お
い
て
、
著
作
権
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
文
化
庁
長
官
官
房
著
作
権

分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
文
化
庁
文
化
財
第
一
課
に
お
い
て
、
文
化
功
労
者

課
に
お
い
て
、
文
化
財
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
文
化
庁
文
化
財
部
伝
統
文

選
考
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
文
部
科
学
省
大
臣
官
房
人
事
課
に
お
い
て
処

化
課
に
お
い
て
、
文
化
功
労
者
選
考
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
文
部
科
学
省

理
す
る
。

大
臣
官
房
人
事
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
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○
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
七
十
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
に
関
す
る
庶
務
は
、
文
化
庁
企
画
調
整
課

３

法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
に
関
す
る
庶
務
は
、
文
化
庁
文
化
部
芸
術

に
お
い
て
処
理
す
る
。

文
化
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
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○
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
百
六
十
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
に
関
す
る
庶
務
は
、
文
化
庁
企
画
調
整
課

３

法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
に
関
す
る
庶
務
は
、
文
化
庁
文
化
部
芸
術

に
お
い
て
処
理
す
る
。

文
化
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。



- 29 -

○
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
百
六
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
に
関
す
る
庶
務
は
、
文
化
庁
企
画
調
整
課

３

法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
に
関
す
る
庶
務
は
、
文
化
庁
文
化
財
部
美

に
お
い
て
処
理
す
る
。

術
学
芸
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。


